
学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 
             （薬学教育関係抜粋） 
                             平成 16 年 4 月 27 日 
                             衆議院文部科学委員会  
 
  政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ  

る。（一～五省略） 
 
六 薬学教育の修業年限延長の目的である医療薬学教育の充実のため、医療機関、関係   

行政機関等の理解と協力を得て、各大学における指導体制の整備、教育・実習施設の確

保等の充実を図るよう努めること。特に、長期の実務実習の受入れのための指導者及び

施設の確保について配慮すること。 
 

七 第三者評価体制の整備を進めること等により、高度化する薬剤師の職能を支える基礎

教育及び実務で要求される知識、技能、医療人としての倫理観が養えるような質の高い

教育の維持向上を図るよう留意すること。 
 

八 医療技術の進展等の状況を踏まえ、現に薬剤師の資格を有している者が、生涯にわた

り学習する機会を充実するよう配慮すること。 
 

九 薬学教育の修業年限延長に伴い、学費の負担が増加することから、大学への財政的支

援や奨学金制度の充実に努め、経済力の差が進路選択及び学業の成就に影響を与えない

よう配慮すること。 
 

十 薬学の充実・強化に当たっては、生命科学の進展、医療の高度化に対応し、大学、民

間研究機関等において、国際競争力を持つ創薬等の研究開発を担う人材の育成に努める

こと。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 
             （薬学教育関係抜粋） 

                     平成 16 年５月１３日 
                             参議院文教科学委員会  
 
  政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。（一～七省略） 
 

 八 薬学教育の修業年限延長の目的である医療薬学教育の充実のため、医療機関、関係

行政機関等の理解と協力を得て、各大学における指導体制の整備、教育・実習施設の

確保等に努めること。特に、長期の実務実習の受入れのための指導者及び施設の確保

について配慮すること。 
 また、学生の実務実習に必要な基本的な能力の向上と教育・実習施設における受入

れの円滑化を図るため、共用試験の導入等についても検討を更に進めること。 
 

 九 四年制と六年制の学部・学科が並立することにより、受験生に混乱が生じることの

ないよう、両学部・学科の目的、内容の違いについて十分な情報提供を行うとともに、

転部、編入学等の制度も活用するなど、制度の弾力的運用と多様な人材の受入れに努

めること。 
 

 十 第三者評価体制の整備を進めること等により、高度化する薬剤師の職能を支える基

礎教育及び実務で要求される知識、技能、医療人としての倫理観、薬剤師としての責

任感等が養えるような質の高い教育の維持向上を図るよう留意すること。 
 

 十一 医療技術の進展等の状況を踏まえ、現に薬剤師の資格を有している者に対し、生

涯にわたり学習する機会が拡充されるよう配慮すること。 
 

 十二 薬学教育の修業年限延長に伴い、学費の負担が増加することから、大学への財政

的支援や奨学金制度の充実に努め、経済力の差が進路選択及び学業の成就に影響を

与えないよう配慮すること。 
 

 十三 薬学の充実・強化に当たっては、生命科学の進展、医療の高度化に対応し、大学、

民間研究機関等において、国際競争力を持つ創薬等の研究開発を担う人材の育成に

努めること。 
    


